
 

東京都若年被害女性等支援事業の各委託契約等 
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第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

（略） 

 

２ 請求の提出 

令和５年３月６日 

 

３ 請求の内容 

（法人名・氏名を除き以下原文のまま） 

（１）主張事実 

（令和５年３月６日収受分） 

ア 事案の概要 

     本件は、東京都（以下「都」という。）が法人Ａ、法人Ｂ、法人Ｃ及び法人Ｄ

（以下、それぞれ、「法人Ａ」、「法人Ｂ」、「法人Ｃ」及び「法人Ｄ」といい、こ

れら４団体を「本件４団体」と総称する。）と締結した若年女性の支援に関する

事業の委託契約について、契約の締結及びこれに基づく委託料の概算払が違法

又は不当であることから、都の住民である請求人が、都の監査委員（以下、単

に「監査委員」という。）に対し、地方自治法（以下「法」という。）２４２条１

項に基づき、本件４団体に対する委託料の返還請求等の必要な措置を取ること

を求める事案である。 

イ 東京都若年被害女性等支援事業 

   （ア）概要 

     都は、令和３年度から、「様々な困難を抱えた若年女性について、公的機関と

民間団体とが密接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設

への「つなぎ」を含めた事業を実施することにより、若年女性の自立の推進に

資すること」を目的として、東京都若年被害女性等支援事業（以下「支援事業」

という。）を行っている（東京都若年被害女性等支援事業実施要綱（令和３年２

月２２日２福保子育第２９３８号。以下「本件要綱」という。証拠書面２））。 

（イ）支援事業の内容 

     支援事業は、性暴力や虐待等の被害に遭った又は被害に遭うおそれのある

主に１０代から２０代の女性であって、都が本事業の対象とすることを認め
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た者（以下「若年被害女性等」という。）を対象者として、以下の⑴から⑷ま

での事業を行う（本件要綱４項）。 

    ⑴ アウトリーチ支援 

困難を抱えた若年被害女性等に対して、主に夜間見回り等による声掛けや、

相談窓口における相談及び面談等の支援を実施する。 

    ⑵ 関係機関連携会議の設置 

行政機関、民間団体、医療機関等で構成する関係機関連携会議を設置する。 

    ⑶ 居場所の提供に関する支援 

若年被害女性等の身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一時的に安

心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所を提供し、食事

の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を実施する。 

    ⑷ 自立支援 

居場所での支援が長期化する利用者については、自立支援計画等に基づき

自立に向けた支援を実施する。 

   （ウ）支援事業の民間団体への委託 

都は、支援事業のうち⑴アウトリーチ支援、⑶居場所の提供に関する支援

及び⑷自立支援の事業を民間団体に委託して行うこととし、委託先の民間団

体は、別途公募によって選定するものとしている（本件要綱２項、８項、東

京都若年被害女性等支援事業実施要領（令和３年２月２２日２福保子育第２

９７９号（以下「本件要領」という。証拠書面３）２項、３項）。 

   ウ 令和３年度支援事業に関する事実経過 

   （ア）支援事業の委託に関する事項の決定 

都福祉保健局少子社会対策部長（以下、単に「少子社会対策部長」という。）

は、令和３年２月２６日、本件要綱２項及び８項に基づき、令和３年度支援事

業の委託について、以下の事項を決定した（０２福保子育第２９５８号）。 

     ⅰ 委託内容 

       令和３年度東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書（以下「令和３年

度仕様書」という。）のとおり 

     ⅱ 委託契約方法 

       企画提案方式による「公法上の契約」とし、令和３年度東京都若年被害

女性等支援事業委託企画提案募集要領により実施する。 

     ⅲ 履行期間 
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       令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

     ⅳ 委託事業者の選定 

       選定委員会を開催し、選定委員による審査を行い、評価の高い４団体を

選定する。 

     ⅴ 日程（予定） 

     （ⅰ）参加者の公募期間 

        令和３年２月２６日から同年３月４日まで 

     （ⅱ）企画提案書の提出期限 

        令和３年３月１８日 

     （ⅲ）選定委員会の開催 

        令和３年３月２２日から同月２６日までの１日 

     ⅵ 委託金額 

       １団体につき２６７０万円（提示額、税込）、合計１億０６８０万円 

   （イ）委託契約を「公法上の契約」として締結することについて 

     ⅰ 上記のとおり、少子社会対策部長は、令和３年度の支援事業の委託契約

を「公法上の契約」として締結することを決定した。 

       「契約を「公法上の契約」として締結する」ことの意味は必ずしも明ら

かではないが、随意契約の締結の要件（地方自治法（以下「法」という。）

２３４条２項、地方自治法施行令（以下「令」という。）１６７条の２第１

項）の充足の有無を検討することなく、選定された委託事業者との間で委

託契約を締結する旨等を決定していることからすると、「公法上の契約」と

は、「契約に関する法の規定の適用を受けない契約」を指すものと考えられ

る。 

     ⅱ 少子社会対策部長は、①「契約事務の手引き」において「公法上の契約」

は「個別法令、要綱、通知等に根拠を有する契約」であるとされているこ

と、②令和３年度の支援事業の委託契約は本件要綱及び制定予定の国の要

綱（令和３年４月２８日子発０４２８第２号。以下「国要綱」という。証拠

書面４）に基づくものであることから、同委託契約を「公法上の契約」とし

て締結することを決定したものと考えられる。 

       しかし、令和３年度の支援事業の委託契約が上記各要綱に基づくとして

も、「公法上の契約」として、契約に関する法の規定の適用を受けないなど

ということはない。 
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   （ウ）委託事業者及び委託契約の締結に関する事項の決定 

     ⅰ 令和３年３月２３日、令和３年度東京都若年被害女性等支援事業委託先

選定委員会が開催され、公募に応募した団体のプレゼンテーションの採点

がされた。 

       少子社会対策部長は、令和３年３月２５日、上記審査の結果、評価の高

い上位４団体である本件４団体を令和３年度の支援事業の委託事業者に選

定することを決定した。 

     ⅱ 少子社会対策部長は、令和３年３月３１日、令和３年度の支援事業の委

託契約を、以下のとおり締結することを決定した（２福保子育第３５２８

号）。 

     （ⅰ）委託内容 

        本件要綱４項⑴（アウトリーチ支援）、⑶（居場所の提供に関する支援）

及び⑷（自立支援の事業）の事業 

     （ⅱ）委託先 

        本件４団体 

     （ⅲ）委託期間 

        令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

     （ⅳ）委託方法 

        上記委託先の各事業者と個別に「令和３年度東京都若年被害女性等支

援事業委託契約書（案）」（令和３年度仕様書を含む。）により委託契約を

締結する。 

     （ⅴ）委託金額 

        １事業者（１契約）当たり２６００万円、合計１億０４００万円 

     （エ）委託料の支払及び精算の方法 

       令和３年度仕様書では、委託経費について、以下のように定められていた

（６項）。 

       ⅰ 委託料 

      （ⅰ）上限額 

         ２６００万円を上限とし、事業実績に応じて支出する。 

      （ⅱ）支出対象費目 

本事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、

旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費）、役
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務費（通信運搬費等）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、共済費、

扶助費その他緊急に必要とする経費 

ⅱ 支払方法 

年１回概算払により支払うこととし、事業終了後１５日以内に都が定

める様式により精算書を都に提出し、精算を行うこととする。 

     （オ）本件４団体との委託契約 

       ⅰ 法人Ａとの委託契約 

（ⅰ）都は、令和３年４月１日付けで、法人Ａとの間で、令和３年度の支

援事業の委託契約を、契約金額を２６００万円として締結した。 

（ⅱ）法人Ａは、令和３年４月１日付けで、都に対し、令和３年度の支援

事業に関する事業計画書を提出した。 

法人Ａは、この事業計画書において、事業所要額を２６００万円と

していた。 

（ⅲ）法人Ａは、令和３年７月２９日付けで、都に対し、令和３年度の支

援事業の委託に係る委託料として、２６００万円を請求した。 

（ⅳ）都福祉保健局少子社会対策部育成支援課長（以下、単に「育成支援

課長」という。）は、令和３年８月３日、法人Ａに上記委託料２６０

０万円を概算払することを決定した（３福保子育第１３１８号）。 

   同月４日、支払予定年月日を同月１８日としてこの概算払に係る

支出命令がされ、同日頃、この概算払がされた。 

（ⅴ）法人Ａは、令和４年３月３１日付けで、都に対し、令和３年度の支

援事業の委託に係る概算受領額及び精算額を２６００万円とし差引

額を０円とする精算書を提出した。 

（ⅵ）育成支援課長は、令和４年５月１０日、都と法人Ａとの間の令和３

年度の支援事業の委託契約につき、既交付額及び精算額を２６００

万円とし差引額を０円とする精算をした（４福保子育第４１９号）。 

       ⅱ 法人Ｂとの委託契約等 

（ⅰ）都は、令和３年４月１日付けで、法人Ｂとの間で、令和３年度の支

援事業の委託契約を、契約金額を２６００万円として締結した。 

（ⅱ）法人Ｂは、令和３年４月１日付けで、都に対し、令和３年度の支援

事業に関する事業計画書を提出した。 

          法人Ｂは、この事業計画書において、事業所要額を２６００万円
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としていた。 

（ⅲ）法人Ｂは、令和３年７月２日付けで、都に対し、令和３年度の支援

事業の委託に係る委託料として、２６００万円を請求した。 

（ⅳ）育成支援課長は、令和３年７月８日、法人Ｂに上記委託料２６００

万円を概算払することを決定した（３福保子育第１１０９号）。 

          同月１５日、支払予定年月日を同月２９日としてこの概算払に係

る支出命令がされ、同日頃、この概算払がされた。 

 （ⅴ）法人Ｂは、令和４年３月３１日付けで、都に対し、令和３年度の支

援事業の委託に係る概算受領額及び精算額を２６００万円とし差引

額を０円とする精算書を提出した。 

（ⅵ）育成支援課長は、令和４年５月１０日、都と法人Ｂとの間の令和３

年度の支援事業の委託契約につき、既交付額及び精算額を２６００

万円とし差引額を０円とする精算をした（４福保子育第４１９号）。 

       ⅲ 法人Ｃとの委託契約等 

        （ⅰ）都は、令和３年４月１日付けで、法人Ｃとの間で、令和３年度の

支援事業の委託契約を、契約金額を２６００万円として締結した。 

        （ⅱ）法人Ｃは、令和３年４月１日付けで、都に対し、令和３年度の支

援事業に関する事業計画書を提出した。 

          法人Ｃは、この事業計画書において、事業所要額を２６００万円

としていた。 

        （ⅲ）法人Ｃは、令和３年７月１２日付けで、都に対し、令和３年度の

支援事業の委託に係る委託料として、２６００万円を請求した。 

（ⅳ）育成支援課長は、令和３年７月１６日、法人Ｃに上記委託料２６

００万円を概算払することを決定した（３福保子育第１１８２号）。 

          同年８月２日、支払予定年月日を同月１６日としてこの概算払に

係る支出命令がされ、同日頃、この概算払がされた。 

        （ⅴ）法人Ｃは、令和４年３月３１日付けで、都に対し、令和３年度の

支援事業の委託に係る概算受領額及び精算額を２６００万円とし差

引額を０円とする精算書を提出した。 

        （ⅵ）育成支援課長は、令和４年５月１０日、都と法人Ｃとの間の令和

３年度の支援事業の委託契約につき、既交付額及び精算額を２６０

０万円とし差引額を０円とする精算をした（４福保子育第４１９号）。 
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        ⅳ 法人Ｄとの委託契約等 

         （ⅰ）都は、令和３年４月１日付けで、法人Ｄとの間で、令和３年度

の支援事業の委託契約を、契約金額を２６００万円として締結した。 

         （ⅱ）法人Ｄは、令和３年４月１日付けで、都に対し、令和３年度の

支援事業に関する事業計画書を提出した。 

          法人Ｄは、この事業計画書において、事業所要額を２６００万円

としていた。 

（ⅲ）法人Ｄは、令和３年１０月２９日付けで、都に対し、令和３年度

の支援事業の委託に係る委託料として、２６００万円を請求した。 

          （ⅳ）育成支援課長は、令和３年１１月２４日、法人Ｄに上記委託料

２６００万円を概算払することを決定した（３福保子育第２２７７

号）。 

           同月２５日、支払予定年月日を同年１２月１３日としてこの概

算払に係る支出命令がされ、同日頃、この概算払がされた。 

         （ⅴ）法人Ｄは、令和４年３月３１日付けで、都に対し、令和３年度

の支援事業の委託に係る概算受領額及び精算額を２６００万円と

し差引額を０円とする精算書を提出した。 

        （ⅵ）育成支援課長は、令和４年５月１０日、都と法人Ｄとの間の令

和３年度の支援事業の委託契約につき、既交付額及び精算額を２６

００万円とし差引額を０円とする精算をした（４福保子育第４１９

号）。 

     （カ）履行状況及び委託先としての適格性の評価 

        令和４年２月中旬、令和３年度東京都若年被害女性等支援事業受託事

業者評価委員会が書面により開催され、都が本件４団体に委託した令和

３年度の支援事業の履行状況及び委託先としての適格性の評価がされた

（３福保子育第３０２８号。証拠書面５）。 

少子社会対策部長、育成支援課長等から成る上記委員会は、上記評価

の結果、本件４団体は、いずれも、支援事業の受託団体として適格と認

めた（３福保子育第３６４８号。証拠書面６）。 

     エ 令和４年度支援事業に関する事実経過 

      （ア）委託事業者及び委託契約の締結に関する事項の決定 

ⅰ  少子社会対策部長は、令和４年３月２９日、令和４年度の支援事業



- 8 - 

の委託契約を、以下のとおり締結することを決定した（３福保子育第

３６４８号。証拠書面６）。 

         ① 委託内容 

           本件要綱４項⑴（アウトリーチ支援）、⑶（居場所の提供に関す

る支援）及び⑷（自立支援の事業）に定める業務 

         ② 委託先 

           本件４団体 

         ③ 委託期間 

           令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

         ④ 委託方法 

           上記委託先の各事業者と個別に「令和４年度東京都若年被害女

性等支援事業委託契約書（案）」（令和４年度東京都若年被害女性等

支援事業委託仕様書（以下「令和４年度仕様書」という。）を含む。）

により委託契約を締結する。 

         ⑤ 委託金額 

           １事業者（１契約）当たり４５５７万８０００円（合計１億８２

３１万２０００円）を上限とし、事業実績に応じて支出する。 

ⅱ  少子社会対策部長は、上記決定をするに当たり、令和３年度東京

都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会（３福保子育第３

０２８号。証拠書面５）において本件４団体が支援事業の受託団体と

して適格と判断されたことから、令和４年度の支援事業の委託契約

についても、本件４団体と締結することとした。 

         ⅲ  また、少子社会対策部長は、上記決定をするに当たり、令和４年

度の支援事業の委託契約を、「公法上の契約に類した契約」として締

結することとした。 

      （イ）委託契約を「公法上の契約に類した契約」として締結することにつ

いて 

          ⅰ 上記のとおり、少子社会対策部長は、令和４年度の支援事業の委

託契約を「公法上の契約に類した契約」として締結することを決定

した。 

「契約を「公法上の契約に類した契約」として締結する」ことの

意味は必ずしも明らかではないが、随意契約の締結の要件（法２３
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４条２項、令１６７条の２第１項）の充足の有無を検討することな

く、前年度の契約の相手方と同じ本件４団体との間で委託契約を締

結する旨等を決定していること等からすると、「公法上の契約に類

した契約」とは、「契約に関する法の規定の適用を受けない契約」を

指すものと考えられる。 

         ⅱ  少子社会対策部長は、若年被害女性等支援事業に関する国要綱

（証拠書面４）２項に、都道府県等の実施主体は事業の一部を団体

に委託等することができる旨定められていることから、令和４年度

の支援事業の委託契約を「公法上の契約に類した契約」として締結

することを決定したものと考えられる。 

しかし、国要綱に上記のように定められていたとしても、令和４

年度の支援事業の委託契約が、「公法上の契約に類した契約」として、

契約に関する法の規定の適用を受けないなどということはない。 

      （ウ）委託先の民間団体を公募によって選定していないこと 

          ⅰ 都は、支援事業のうち⑴アウトリーチ支援、⑶居場所の提供に

関する支援及び（４）自立支援の事業を民間団体に委託して行う

こととし、委託先の民間団体は、別途公募によって選定するもの

としている（本件要綱（証拠書面２）２項、８項、本件要領（証拠

書面３）２項、３項）。 

          ⅱ  しかし、少子社会対策部長は、上記のとおり、令和３年度の契

約の相手方と同じ本件４団体に令和４年度の支援事業の委託をし

ており、委託先の民間団体を公募によって選定していない。 

      （エ）委託料の支払及び精算の方法 

令和４年度仕様書では、委託経費について、以下のように定められ

ていた（６項）。 

          ⅰ  委託料 

         （ⅰ）上限額 

             ４５５７万８０００円を上限とし、事業実績に応じて支出す

る。 

          (ⅱ)支出対象費目 

本事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、

謝金、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、
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食糧費）、役務費（通信運搬費等）、委託料、使用料及び賃借料、

備品購入費、共済費、扶助費その他緊急に必要とする経費 

          ⅱ  支払方法 

           年１回概算払により支払うこととし、事業終了後１５日以内に

都が定める様式により精算書を都に提出し、精算を行うこととす

る。 

       （オ）本件４団体との委託契約 

         ⅰ 法人Ａとの委託契約 

         （ⅰ）都は、令和４年４月１日付けで、法人Ａとの間で、令和４年

度の支援事業の委託契約を、契約金額を４５５７万８０００円と

して締結した（証拠書面８）。 

         （ⅱ）法人Ａは、令和４年４月１日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業に関する事業計画書を提出した。 

           法人Ａは、この事業計画書において、事業所要額を４７９７万

８０００円としていた。 

         （ⅲ）法人Ａは、令和４年８月３日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業の委託に係る委託料として、４５５７万８０００円を

請求した。 

         （ⅳ）育成支援課長は、令和４年８月９日、法人Ａに上記委託料４

５５７万８０００円を概算払することを決定した（４福保子育第

１３９３号。証拠書面９）。 

           同月１７日、支払予定年月日を同月２６日としてこの概算払に

係る支出命令がされ（証拠書面１０）、同日頃、この概算払がされ

た。 

         ⅱ 法人Ｂとの委託契約等 

         （ⅰ）都は、令和４年４月１日付けで、法人Ｂとの間で、令和４年

度の支援事業の委託契約を、契約金額を４５５７万８０００円と

して締結した（証拠書面１２）。 

         （ⅱ）法人Ｂは、令和４年４月１日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業に関する事業計画書を提出した。 

           法人Ｂは、この事業計画書において、事業所要額を４５５７万

８０００円としていた。 
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         （ⅲ）法人Ｂは、令和４年８月３日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業の委託に係る委託料として、４５５７万８０００円を

請求した。 

         （ⅳ）育成支援課長は、令和４年８月９日、法人Ｂに上記委託料４

５５７万８０００円を概算払することを決定した（４福保子育第

１３９４号。証拠書面１３）。 

           同月１７日、支払予定年月日を同月２６日としてこの概算払に

係る支出命令がされ（証拠書面１４）、同日頃、この概算払がされ

た。 

         ⅲ 法人Ｃとの委託契約等 

          （ⅰ）都は、令和４年４月１日付けで、法人Ｃとの間で、令和４年

度の支援事業の委託契約を、契約金額を４５５７万８０００円

として締結した（証拠書面１６）。 

          （ⅱ）法人Ｃは、令和４年４月１日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業に関する事業計画書を提出した。 

           法人Ｃは、この事業計画書において、事業所要額を４６００万

円としていた。 

           （ⅲ）法人Ｃは、令和４年８月２日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業の委託に係る委託料として、４５５７万８０００円を

請求した。 

          （ⅳ）育成支援課長は、令和４年８月９日、法人Ｃに上記委託料４

５５７万８０００円を概算払することを決定した（４福保子育第

１３９１号。証拠書面１７）。 

           同月１７日、支払予定年月日を同月２６日としてこの概算払に

係る支出命令がされ（証拠書面１８）、同日頃、この概算払がされ

た。 

         ⅳ 法人Ｄとの委託契約等 

           （ⅰ）都は、令和４年４月１日付けで、法人Ｄとの間で、令和４年

度の支援事業の委託契約を、契約金額を４５５７万８０００円と

して締結した（証拠書面２０）。 

（ⅱ）法人Ｄは、令和４年４月１日付けで、都に対し、令和４年度

の支援事業に関する事業計画書を提出した。 
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          法人Ｄは、この事業計画書において、事業所要額を４５５７万８

０００円としていた。 

          （ⅲ）法人Ｄは、令和４年８月３０日付けで、都に対し、令和４年

度の支援事業の委託に係る委託料として、４５５７万８０００円

を請求した。 

（ⅳ）育成支援課長は、令和４年９月２日、法人Ｄに上記委託料４

５５７万８０００円を概算払することを決定した（４福保子育第

１６２６号。証拠書面２１）。 

           同日、支払予定日を同月１４日としてこの概算払に係る支出命

令がされ（証拠書面２２）、同日頃、この概算払がされた。 

     オ 違法又は不当な財務会計行為 

      （ア）概要 

         都と本件４団体との間の令和４年度の支援事業の委託契約（以下「本

件各委託契約」と総称する。）につき、都が、①随意契約により本件４

団体と締結したこと、②本件４団体への委託料各４５５７万８０００

円（計１億８２３１万２０００円）の概算払をしたことは、違法又は

不当である。 

      （イ）本件各委託契約を随意契約により締結したことが違法又は不当であ

ること 

        ⅰ 法の定める要件の充足の有無を検討することなく、随意契約によ

り本件各委託契約を締結したことについて 

        （ⅰ）少子社会対策部長は、本件４団体が令和３年度の支援事業の委

託を受け、受託団体として適格と判断されたことから、本件各委

託契約についても、本件４団体と締結したとのことである（証拠

書面６）。 

           上記本件各委託契約の締結は、随意契約によったものである。 

        （ⅱ）請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約

又はせり売りの方法により締結するものとされ（法２３４条１項）、

指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該

当するときに限り、これによることができる（同条２項。令１６

７条の２第１項は、随意契約によることができる場合として、同

項１号から９号までの場合を掲げている。）。 
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        （ⅲ）しかるところ、少子社会対策部長は、本件各委託契約を本件４

団体と締結するに当たり、随意契約により契約を締結する前提と

なる令１６７条の２第１項の要件の充足の確認をした形跡がない

ほか、随意契約により契約を締結する場合に行うべきとされる予

定価格の決定（東京都契約事務規則３３条）及び見積書の徴取（同

規則３４条）を行っていない。 

           また、少子社会対策部長は、本件各委託契約を本件４団体と締

結することを決定するに当たり、「公法上の契約に類した契約」と

して締結することにより、法２３４条２項の制限を受けずに随意

契約により同契約を締結することができると考えていたことがう

かがわれる（証拠書面６）。 

           （なお、本件各委託契約につき、「公法上の契約に類した契約」

として締結したとしても、法２３４条２項の制限を受けずに随意

契約により締結することなどできないことは、いうまでもない。） 

        （ⅳ）そうすると、少子社会対策部長は、本来ならば行うべきであっ

た令１６７条の２第１項の要件の充足の確認をする必要がないと

の前提の下、同項の要件の充足の有無を検討することなく、随意

契約により、本件各委託契約を本件４団体と締結したものと見ざ

るを得ない。 

           上記のように法２３４条２項の規定を無視して委託契約を締結

することは、同項に違反して契約を締結することとなるおそれを

有するものであり、法２条１６項前段、２３２条の３、２３４条

２項又はこれらの規定の趣旨に反し、違法であるか、少なくとも

不当である。 

           なお、このことは、上記委託契約の締結が、結果として、令１

６７条の２第１項の要件を満たすか否かによらない。 

        ⅱ 法の規定に違反して、随意契約により本件各委託契約を締結した

ことについて 

         （ⅰ）少子社会対策部長は、支援事業に係る本件各委託契約について

は、契約の「性質又は目的が競争入札に適しない」（令１６７条の

２第１項２号）として、随意契約により締結することができたと

主張することが考えられる。 



- 14 - 

         （ⅱ）この点につき、困難を抱えた若年女性の自立の推進に資するこ

とを目的とする支援事業の委託契約については、同事業の特殊性、

専門性等から、相応の資力、信用、技術、経験等を有する相手方

を選定する必要があり、原則的な一般競争入札により不特定多数

の者の参加を求め、申込価格の多寡のみによって相手方を決する

ことが必ずしも適当でないことは、請求人も否定するものではな

い。 

           しかしながら、令和４年４月頃当時、都が支援事業を委託する

に足りる信用等を有する団体が本件４団体に限られていたとは考

え難く、そのような団体の中には、必ずしも委託金額の上限（４

５５７万８０００円）と同額の経費を要することなく、支援事業

を適切に実施することのできる団体も存在したものと考えられる。 

           また、支援事業の委託契約の相手方の選定に関し上記のような

事情があったとしても、令１６７条の１０の適用、総合評価一般

競争入札（例１６７条の１０の２）又は指名競争入札（総合評価

指名競争入札を含む。）によること等により、支援事業を委託する

に足りる信用のない者、不誠実な者を排除することは可能であっ

たと考えられ（上記のとおり、少子社会対策部長は、このような

可能性を検討してすらいなかったものと見ざるを得ない。）、新規

事業者の参入を阻んでまで、随意契約により本件各委託契約を締

結する必要があったとは考え難い。 

         （ⅲ）本件４団体は、いずれも、本件各委託契約において委託料の上

限額である４５５７万８０００円を都に請求しているところ、本

件４団体が令和３年度に受託した支援事業を各２６００万円程度

の経費で実施したとされていることからすると、令和４年度の支

援事業を同程度の経費で適切に実施することができる団体は、本

件４団体以外に存在したものと考えられる。 

           本件４団体が令和３年度の支援事業の受託に関し受託団体とし

て適格と判断されていたことを考慮しても、１団体当たり１９５

７万８０００円（＝４５５７万８０００円―２６００万円）もの

委託料を過剰に支払ってまで、本件４団体への支援事業の委託を

継続すべき理由があったとは到底考えられず、本件各委託契約を
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本件４団体と締結したことは、都の利益の増進につながると合理

的に判断されるものではない。 

           したがって、本件各委託契約の本件４団体との締結は、契約担

当者の合理的な裁量判断に基づくものではない。 

          （ⅳ）以上によると、都は、令１６７条の２第１項２号の場合に当

たらないにもかかわらず、本件各委託契約を随意契約により本件

４団体と締結したものであり、これは、法２３４条２項に違反す

る。 

           ⅲ 都自身の定めた本件要領に違反して、随意契約により本件各委託

契約を締結したことについて 

本件要綱（証拠書面２）８項に基づき定められた本件要領（証拠書

面３）３項では、都が本件要綱２項に基づき支援事業の一部を委託す

る民間団体は「別途公募によって選定する」旨定めている。 

しかるところ、都は、令和４年度の支援事業の委託先を公募によら

ず、前年度の委託実績のみにより選定しており、本件要領の上記規定

への違反がある。 

           このことは、違法であるか（法１３８条の２参照）、少なくとも不

当である。 

       （ウ） 委託料の概算払をしたことが違法又は不当であること 

         ⅰ 無効な本件各委託契約に基づき委託料の概算払をしたことについ

て 

          （ⅰ）上記のとおり、本件各委託契約は、法２３４条２項の規定に

違反して随意契約により本件４団体と締結されている。 

これらの委託契約は、本件４団体の請求を受けて委託料の上限

額である４５５７万８０００円を概算払することを前提とし、実

際にこの概算払が行われていること等から明らかなとおり、都の

契約担当者である職員Ｘが本件４団体と癒着し、本件４団体に不

当な利益を与えるために締結したものである。 

上記のような委託契約を随意契約により締結することが許され

ないことは、相手方である本件４団体の側でも十分に認識してい

たはずであり、このような契約は無効としなければ、随意契約の

締結に制限を加える法２３４条２項及び令１６７条の２第１項の
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規定の趣旨を没却する結果となる。 

           したがって、本件各委託契約は無効であり、都は、同契約に基

づき本件４団体に委託料を支払う債務を負わない（最高裁判所昭

和６２年５月１９日判決・最高裁判所民事判例集４１巻４号６８

７頁参照）。 

        （ⅱ）したがって、都が本件各委託契約に基づいて本件４団体に対し

て行った各４５５７万８０００円（計１億８２３１万２０００円）

の概算払は、違法である。 

           ⅱ 法の定める要件の充足の有無を検討することなく、委託料の概算

払をしたことについて 

        （ⅰ）都が概算払をすることができるのは、令１６２条各号、東京都

会計事務規則８３条１項各号に掲げる経費に限られる（法２３２

条の５第２項）。 

        （ⅱ）しかるところ、都は、令和４年度の支援事業の委託契約を締結

しようとするに当たり、委託料の概算払の前提となる令１６２条

各号、東京都会計事務規則８３条１項各号の要件の充足の確認を

しないまま、委託料を概算払することを内容とする令和４年度仕

様書を作成し、これに基づいて本件各委託契約を締結したことが

うかがわれる。 

            また、少子社会対策部長は、本件各委託契約を本件４団体と締

結することを決定するに当たり、「公法上の契約に類した契約」と

して締結することにより、法２３２条の５第２項の制限を受けず

に委託料を概算払することができると考えていたことがうかがわ

れる（証拠書面６）。 

            （なお、本件各委託契約につき、「公法上の契約に類した契約」

として締結したとしても、法２３２条の５第２項の制限を受けず

に委託料を概算払することなどできないことは、いうまでもない。） 

        （ⅲ）そうすると、都は、本来ならば行うべきであった令１６２条各

号、東京都会計事務規則８３条１項各号の要件の充足の確認をす

る必要がないとの前提の下、これらの規定の要件の充足の有無を

検討することなく、本件各委託契約に基づく本件４団体への委託

料の概算払を行ったものと見ざるを得ない。 



- 17 - 

           上記のように法２３２条の５第２項の規定を無視して概算払を

することは、同項に違反して概算払をすることとなるおそれを有

するものであり、法２条１６項前段、２３２条の３、２３４条２

項又はこれらの規定の趣旨に反し、違法であるか、少なくとも不

当である。 

           なお、このことは、上記概算払が、結果として、令１６２条各

号、東京都会計事務規則８３条１項各号の要件を満たすか否かに

よらない。 

        ⅲ 法の規定に違反して、委託料の概算払をしたことについて 

        （ⅰ）支援事業の実施に要する経費には、「事務、事業の用に供する土

地、家屋又は物件の購入代金」（東京都会計事務規則８３条１項１

１号）のように、都が概算払をすることのできる経費も含まれ得

る。 

           もっとも、都は、本件４団体の請求に応じて、使途を明らかに

させることなく、委託料の上限である各４５５７万８０００円の

概算払を行っているところ、この概算払の全部が適法であるため

には、この委託料の全部が「概算払により支払をしなければ契約

することが困難であると認められる委託に要する経費で会計管理

者が別に定めるもの」（東京都会計事務規則８３条１項１３号）に

該当しなければならない。 

        （ⅱ）上記「会計管理者が別に定めるもの」は、⑴「委託先が、公益

法人等の信頼のおける団体であると局長又は所長がみとめるもの

であって、概算払による資金の交付を受けても、当該委託に要す

る経費以外に流用することなく、適切な会計処理を行うことがで

きること」、⑵「委託先においては、概算払いによる資金を受けな

ければ、当該委託事業の実施が明らかに困難であると認められる

こと」のいずれをも満たすもののうちから、局長又は所長が概算

払の必要性を認めるものとされている（１０出総第２０５０号。

証拠書面１）。 

           しかるところ、本件４団体は、令和２年頃の計算書類（証拠書

面７、１１、１５、１９）からうかがわれる財務状況によると、

令和４年度当時、少なくとも、上記（２）の要件を満たしていな
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かったことが強くうかがわれる（なお、上記のとおり、少子社会

対策部長は、上記東京都会計事務規則８３条１項１３号の要件の

充足の有無を検討してすらいなかったものと見ざるを得ない。）。 

        （ⅲ）したがって、本件各契約に基づいてされた本件４団体に対する

概算払は、法２３２条の５第２項、令１６２条、東京都会計事務

規則８３条１項に違反する違法のものである。 

       カ 都の損害 

違法又は不当な本件各委託契約の締結及びこれに基づく委託料の概

算払により、都には、概算払された委託料の総額である１億８２３１万

２０００円（＝４５５７万８０００円×４）の損害が生じている。 

仮にそうでないとしても、都は、２６００万円程度の経費で令和４年

度の支援事業を適切に実施することができる団体と委託契約契約を締

結することができたことからすると、都には、少なくとも、７８３１万

２０００円（＝（４５５７万８０００円―２６００万円）×４）の損害

が生じている。 

 

     （令和５年３月１７日収受 主張補充書） 

        ア 令和５年３月３日付け住民監査請求書によって行い、同月６日付け

で受け付けられた、東京都の以下の（ア）及び（イ）の各財務会計行

為が違法又は不当であるとする住民監査請求につき、請求人は、以下

のとおり主張を補充する。 

（ア）法人Ａ、法人Ｂ、法人Ｃ及び法人Ｄとの間で、令和４年度の東京

都若年被害女性等支援事業の委託契約を随意契約により締結した

こと 

（イ）上記各委託契約に基づき委託料の概算払をしたこと 

以下では、略称は、上記住民監査請求に係る住民監査請求書の例

による。 

イ 法人Ａに対する委託料の概算払が違法であること 

（ア）法人Ａは、令和４年３月末当時の正味財産の額が６９９５万４１

１３円であったこと（証拠書面２４）からすると、年度の途中に４

５５７万８０００円の委託料の仮払を受けなかったとしても、令和

４年度に支援事業を受託して実施することができた可能性が高い。 
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（イ）したがって、法人Ａは、令和４年度において、上記４５５７万８

０００円の委託料を受けなければ、支援事業の「実施が明らかに困

難であると認められる」状態にはなく、１０出総第２０５０号（証

拠書面１）（２）の要件を満たさなかったから、東京都会計事務規則

８３条１項１３号の要件も満たさなかった。 

それにもかかわらず法人Ａに対して行われた上記４５５７万８

０００円の委託料の概算払は、違法である。 

ウ 法人Ｂに対する委託料の概算払が違法であること 

（ア）法人Ｂは、令和３年１０月末当時の流動資産の額が１億４７６５

万７２７６円（うち現預金１億１３６９万９７４０円）、流動負債の

額が１億１６２７万８１８９円であったこと（証拠書面２５）から

すると、年度の途中に４５５７万８０００円の委託料の仮払を受け

なかったとしても、令和４年度に支援事業を受託して実施すること

ができた可能性が高い。 

また、法人Ｂは、令和３年度には事業計画書における事業所要額

及び概算払される委託料を２６００万円として支援事業を受託し

て実施しているところ、令和３年１０月末当時の正味財産の額が３

６０１万７８７６円であったこと（証拠書面２５）からすると、経

費の額を同年度と同額の２６００万円程度に抑えた場合、年度の途

中に委託料の仮払を受けなかったとしても、令和４年度に支援事業

を受託して実施することができた可能性は更に高い。 

（イ）したがって、法人Ｂは、令和４年度において、上記４５５７万８

０００円の委託料を受けなければ、支援事業の「実施が明らかに困

難であると認められる」状態にはなく、１０出総第２０５０号（証

拠書面１）（２）の要件を満たさなかったから、東京都会計事務規則

８３条１項１３号の要件も満たさなかった。 

それにもかかわらず法人Ｂに対して行われた上記４５５７万８

０００円の委託料の概算払は、違法である。 

エ 法人Ｃに対する委託料の概算払が違法であること 

（ア）法人Ｃは、令和４年３月末当時の流動資産の額が１１３３万０８４

７円（うち現預金１０６９万２８２０円）であり、流動負債の額が５

６５万０１２６円であったこと（証拠書面２７）からすると、年度の
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途中に４５５７万８０００円の委託料の仮払を受けなかったとして

も、令和４年度に支援事業を受託して実施することができた可能性

がある。 

また、法人Ｃは、令和３年度には事業計画書における事業所要額及

び概算払される委託料を２６００万円として支援事業を受託して実

施しているところ、令和４年３月末当時の正味財産の額が１１４３

万９１２２円であったこと（証拠書面２７）からすると、経費の額を

同年度と同額の２６００万円程度又はそれ以下に抑えた場合、年度

の途中に委託料の仮払を受けなかったとしても、令和４年度に支援

事業を受託して実施することができた可能性は高くなる。 

（イ）したがって、法人Ｃは、令和４年度において、上記４５５７万８０

００円の委託料を受けなければ、支援事業の「実施が明らかに困難で

あると認められる」状態にはなく、１０出総第２０５０号（証拠書面

１）（２）の要件を満たさなかったから、東京都会計事務規則８３条１

項１３号の要件も満たさなかった。 

          それにもかかわらず法人Ｃに対して行われた上記４５５７万８０

００円の委託料の概算払は、違法である。 

オ 法人Ｄに対する委託料の概算払が違法であること 

（ア）法人Ｄは、令和４年３月末当時の正味財産の額が３億５４４２万１

６６５円であったこと（証拠書面２９）からすると、年度の途中に４

５５７万８０００円の委託料の仮払を受けなかったとしても、令和４

年度に支援事業を受託して実施することができた可能性が高い。 

（イ）したがって、法人Ｄは、令和４年度において、上記４５５７万８０

００円の委託料を受けなければ、支援事業の「実施が明らかに困難で

あると認められる」状態にはなく、１０出総第２０５０号（証拠書面

１）（２）の要件を満たさなかったから、東京都会計事務規則８３条１

項１３号の要件も満たさなかった。 

それにもかかわらず法人Ｄに対して行われた上記４５５７万８０

００円の委託料の概算払は、違法である。 

令和３年３月当時の流動資産が１億３５６７万８５０７円（うち現

預金１１９９４万０４７０円）であり、令和２年度３月期の経常収益

は５７２０万７５１９円、経常費用は４０６６万６１８８円であった
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（証拠書面１９の２頁から３頁、証拠書面２９）。 

（ウ）このことからすると、法人Ｄは、令和４年度中に４５５７万８００

０円の委託料の概算払を受けなかったとしても、同年度に委託された

支援事業の実施をすることが十分に可能であったと考えられる。 

なお、法人Ｄは、令和３年１２月に２６００万円の委託料の概算払

を受けることにより、令和３年度に委託された支援事業の実施をする

ことができていた。 

（エ）したがって、法人Ｄは、令和４年度において、上記４５５７万８０

００円の委託料を受けなければ、支援事業の「実施が明らかに困難で

あると認められる」状態にはなく、１０出総第２０５０号（証拠書面

１）（２）の要件を満たさなかったから、東京都会計事務規則８３条１

項１３号の要件も満たさなかった。 

それにもかかわらず法人Ｄに対して行われた上記４５５７万８０

００円の委託料の概算払は、違法である。 

カ 委託契約を「公法上の契約に類した契約」として締結したとしても、

契約に関する法の規定の適用を受けないものではないこと 

参議院議員の質問に対する内閣の令和５年３月１０日付けの答弁に

よると、法２３４条１項に規定する「売買、貸借、請負その他の契約」

は、特定の契約を除外しているものではない（証拠書面３０、３１）。 

したがって、委託契約を「公法上の契約」又は「公法上の契約に類し

た契約」として締結したとしても、契約に関する法の規定の適用を受け

ないことにはならない。 

 

    （令和５年４月６日収受 主張補充書（２）） 

       ア 請求人が令和５年３月３日付け住民監査請求書によって行い、同月

６日付けで受け付けられた、東京都の以下の（ア）及び（イ）の各財務

会計行為が違法又は不当であるとする住民監査請求(４監総第１０２８

号)につき、請求人は、以下のとおり主張を補充する。 

（ア）法人Ａ、法人Ｂ、法人Ｃ及び法人Ｄとの間で、令和４年度の東京

都若年被害女性等支援事業の委託契約を随意契約により締結した

こと 

（イ）上記各委託契約に基づき委託料の概算払をしたこと 
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以下では、略称は、従前の例による。 

イ 本件各委託契約の締結が法令に違反すること(追加) 

（ア）都を当事者とする契約を締結する権限は都知事が有し(法１４７

条)、都知事の委任がある場合に限り、その管理に属する行政庁がこ

れを行使する(法１５４条２項)。 

令和４年度の支援事業に係る本件各委託契約を福祉保健局長が

締結するためには、その委託料の上限額が１０００万円以上である

ことから、東京都契約事務の委任等に関する規則３条２項２号の

「委託契約で、知事が指定する契約以外のもの」に該当しない限り、

財務局長を経て都知事に申請し、その委任を個別的に受ける必要が

あった(同規則１３条)。 

（イ）育成支援課長代理であった職員Ｘは、福祉保健局長が本件各委託

契約を締結する権限の委任を受けていることを前提に、同契約の締

結に関する文書を起案し、同契約の締結に関する決定を少子社会対

策部長に行わせたが(証拠書面６)、報道されているところによると、

福祉保健局長は、本件各委託契約を締結するために必要な都知事か

らの個別的委任を受けていなかったとのことである(証拠書面４

０)。 

（ウ）そうすると、本件各委託契約(証拠書面８、１２、１６、２０)は、

締結の権限を有しない福祉保健局長が都知事の名義を冒用して締

結したものであるから、その効果は都に帰属しない。なお、現在ま

でに、福祉保健局長による本件各委託契約の締結を都知事が追認し

たとの事実は報道されていない。 

（エ）本件各委託契約の効力につき、Ｙ副知事(当時。以下「Ｙ副知事」

という。)は、「契約自体は地方自治法に反しておらず」、「契約締結

権限については、事業の性格上『個別的委任』が認められる契約で

あり、実質的な委任の要件を満たしている」旨答弁したとの報道が

ある(証拠書面４０)。 

しかしながら、本件各委託契約の締結は、福祉保健局長が、都知

事から委任を受けていない権限を行使して行ったものであるから、

法１４７条、１５３条２項の規定に違反することが明らかである。 

「事業の性格上『個別的委任』が認められる契約」であるとした
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り、「実質的な委任の要件を満たしている」としたりするＹ副知事の

答弁の趣旨は不明であるが、本件において、締結権限の個別的委任

がされていないのに、契約の効力が都に帰属すると考えるべき理由

はない。 

（オ）本件各委託契約の締結が違法であり、その効力が都に帰属しない

ことは、これに基づく委託料の概算払の違法又は不当と相まって、

本件４団体に対し、概算払した委託料の返還を直ちに請求すべき事

情となる。 

ウ 本件４団体は、令和３年度の予算の上限(２６００万円)の範囲内で

令和４年度の支援事業を実施することができたこと 

（ア）本件４団体は、令和３年度には事業所要額を２６００万円として

支援事業を行ったが(証拠書面３２、３４、３６、３８)、令和４年

度には事業所要額を４５５７万８０００円とする事業計画書(証拠

書面３３、３５、３７、３９)を 提出し、同額を都に請求してその

概算払を受けた(証拠書面９、１０、１３、１４、１７、１８、２１、

２２)。 

（イ）既に述べたとおり、本件４団体は、その財務状況に照らし、令和

４年度当時、同年度の支援事業に係る本件各委託契約について、「概

算払いによる資金を受けなければ、当該委託事業の実施が明らかに

困難であると認められる」状況にはなかった(住民監査請求書２０

頁、令和５年３月１５日付け住民監査請求に関する主張補充書１頁

から４頁)。 

（ウ）仮にそうでないとしても、本件４団体は、令和３年度の支援事業

を２６００万円の予算で実施しているのであるから、令和４年度の

支援事業についても、令和３年度のものと同程度の規模とすること

により、同額の予算で実施をすることができたはずである。 

そうすると、本件４団体は、２６００万円の概算払を受けること

により、令和４年度の支援事業を実施することが可能であり、４５

５７万８０００円の概算払を受けなければ「委託事業の実施が明

らかに困難であると認められる」とはいえなかったこととなる。 

（エ）よって、本件４団体のそれぞれにつき、少なくとも、上記４５５

７万８０００円の概算払のうち２６００万円を超える部分(１９５
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７万８０００円)は、法２３２条の５第２項、令１６２条、東京都会

計事務規則８３条１項に違反し、違法である。 

エ 監査委員は、法２４２条４項に基づく勧告を行うべきこと。 

（ア）これまでに述べたとおり、本件各委託契約に基づく概算払は違法

である。 

（イ）現在の都の規則は、概算払の精算の際に領収書等の支出の事実及

びその趣旨を明らかにする客観的資料の提出を求めていない(東

京都会計事務規則８３条２項)。 

そのため、本件各委託契約に基づく概算払を有効なものとして精

算を行った場合、実際には支出されておらず、又は、支出されてい

たとしても令和４年度の支援事業の実施に必要ではなかった経費

が、誤って、同事業の経費と認められるおそれがある。 

（ウ）上記精算が行われた場合、本件４団体に概算払された金銭のうち

令和４年度の支援事業の経費と認められた額につき、都に返還す

る義務がないとの外観が生ずることから、当該額の金銭が他の団

体等に流出し、都は、監査委員の勧告(法２４２条５項)又は住民訴

訟によっても、その返還を求めることができなくなるおそれがあ

る。 

そのため、上記精算により、都には、回復の困難な損害が生ずる

おそれがある。 

（エ）しかるところ、令和４年度の支援事業は既に終了しており、上記

概算払が有効であるとした場合の精算の権限を都知事から委任さ

れた福祉保健局長(東京都会計事務規則５条)又はこの精算に関す

る事案を決定するものとされた育成支援課長(東京都事案決定規

程４条、福祉保健局事案決定実施細目)により、いつ何時上記精算

が行われ、上記回復の困難な損害が都に生ずるおそれがある。 

（オ）よって、上記回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるか

ら、監査委員は、法２４２条４項に基づき、本件各委託契約に基づ

く委託料の概算払についての精算を停止すべきことを、都知事、福

祉保健局長及び育成支援課長に勧告すべきである。 

オ 監査委員が法２４２条５項に基づき行うべき勧告 

監査委員は、都知事に対し、４５５７万８０００円(又は、少なくと
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も１９５７万８０００円)の返還を本件各団体のそれぞれに請求する

ことを勧告すべきである。 

 

（２）措置要求 

ア 本件各委託契約は無効であるから、都は、直ちに、本件４団体に対

し、同契約に基づいて概算払をした委託料の全額の返還を求めるべき

である。 

イ 都は、仮に、本件各委託契約を有効と判断する場合であっても、同

契約に基づく委託料の概算払は違法であるから、直ちに、本件４団体

に対し、概算払をした委託料の全額の返還を求めるべきである。 

  都は、本件各委託契約に基づき、本件４団体に対し、令和４年度の

支援事業の実施に要した経費を支払うべきであったとしても、いった

ん、上記概算払をした委託料の全額の返還を受け、本件各委託契約の

期間が終了した後に、支出の事実及び支援事業の実施に必要であった

ことを領収書等の客観的資料に基づき確認することのできる経費に限

り、支払を行うべきである。 

ウ 上記のとおり、本件各委託契約に基づく委託料の概算払について

は、少なくとも、東京都会計事務規則８３条１項１３号、１０出総第

２０５０号（証拠書面１）⑵の要件を満たさず、違法であることが明

らかである。したがって、都は、この概算払を有効なものとして、精

算を行うべきではない。 

  また、上記概算払につき、ひとたび精算が行われた場合、委託料と

して本件４団体に支払われた合計１億８２３１万２０００円にも上る

公金が他の団体に逸出するなどして、都に、住民訴訟によっても回復

の困難な損害が生ずる現実的なおそれがある。 

  この損害を避けるための緊急の必要があることから、監査委員は、

法２４２条４項に基づき、育成支援課長に対し、同条５項の手続が終了

するまでの間、本件各委託契約に基づく委託料の概算払についての 

精算を停止すべきことを勧告すべきである。 

  なお、上記精算を停止することによって、人の生命又は身体に対す

る重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれ

はない。 



- 26 - 

４ 請求の要件審査 

本件請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２

条所定の要件を備えているものと認め、監査を実施した。 
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第２ 監査の実施 

 

１ 監査対象事項 

本件請求において請求人が主張する、令和４年度東京都若年被害女性等支援事業

委託の契約手続及び概算払の決定は、法令等に基づき適正に行われているかについ

て監査対象とする。 

 

２ 監査対象局等 

福祉保健局を監査対象とした。 

 

３ 証拠の提出及び陳述等 

法第２４２条第７項の規定に基づき、令和５年４月１３日に、新たな証拠の提出及

び陳述の機会を設けた。 

請求人は、追加の証拠を提出し、同日、監査委員は、請求人及び監査対象局職員

の陳述の聴取を行った。その際、法第２４２条第８項の規定に基づき両者を立ち会

わせ、請求人に対し、監査対象局職員の陳述に対する意見の聴取を行った。 
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第３ 監査の結果 

 

１ 事実関係の確認 

（１）事業の概要等 

   若年被害女性等支援事業は、平成３０年度から国が「様々な困難を抱えた若年

女性については、自ら悩みを抱え込み、問題が顕在化しにくく、公的な支援につ

ながりにくいといった側面が指摘されている」として「公的機関と民間団体とが

密接に連携し、個々のケースに応じたきめ細かな支援を行う仕組みを構築する」

ことを目的として、実施主体を都道府県等としてそのモデル事業を開始し、令和

３年度から国が、当該事業の本格実施を開始し、これに併せて都が実施主体とな

り実施しているものである。 

   そして、法第２４５条の４第１項の規定に基づく国による技術的な助言である

「若年被害女性等支援事業の実施について」（令和３年４月２８日付子発０４２

８第２号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。）によれば、実

施主体は当該事業の一部について、年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉

法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等（以下「社会福祉法人等」という。）

に委託等することができるものとしている。都は、令和４年度の東京都若年被害

女性等支援事業（以下「本件事業」という。）の実施に当たり、国通知に準じて本

件事業に係る実施要綱として東京都若年被害女性等支援事業実施要綱（令和４年

４月６日付福保子育第５７号。以下「本件実施要綱」という。）を定めて、社会福

祉法人等に事業の一部を委託し実施したものである。 

（２）本件事業に係る経緯等 

 ア 都は、本件事業を効果的に実施するためには、既に若年被害女性等を支援す

る複数の民間団体がその特徴を生かした活動をしている中において、それらの

団体のノウハウを正当に評価する必要があるとして、令和３年３月、都の定め

た令和３年度東京都若年被害女性等支援事業委託企画提案募集要領に基づき

本件事業の一部を委託する団体を募集した。この募集に当たり、都は、下記イ

の国の基準額を踏まえ、２６，０００千円を提示額として公表した。 

イ 都は、令和３年度東京都若年被害女性等支援事業委託先選定委員会設置要領

に基づき開催された同選定委員会において評価の高い法人Ａ、法人Ｂ、法人Ｃ

及び法人Ｄの４つの団体（以下「本件各団体」という。）を選定することとし、

令和３年４月１日、都は、本件各団体とそれぞれ契約金額を２６，０００千円



- 29 - 

として、本件事業に係る委託契約を締結した（２福保子育第３５２８号。以下、

これらの委託契約を「令和３年度本件各契約」という。）。 

   令和３年度本件各契約では、その委託料は年１回概算払により支払い、２６，

０００千円を上限として事業実績に応じて支出（精算）するものとし、令和３

年度本件各契約の内容を変更する場合等を除き委託料を超過した場合は受託

者がその額を負担することとされた。 

なお、国は、「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費の国庫補助について」（平

成１９年１２月３日制定 厚生労働事務次官通知）３（２）エにより、若年被

害女性等支援事業に充てられる国庫補助金は、１か所当たり年額２６，７４４，

０００円を基準額として、その５割とし、対象経費は、当該事業に必要な「報

酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費（消耗品費、印刷

製本費、会議費、光熱水費、食糧費）、役務費（通信運搬費等）、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費、共済費、扶助費、補助金」であった。 

ウ 都は、令和３年度本件各契約の履行状況及び適格性について、東京都若年被

害女性等支援事業受託事業者評価委員会設置要領（令和４年１月１９日付３福

保子育第２７２６号）に基づき設置された東京都若年被害女性等支援事業受託

事業者評価委員会（以下「本件評価委員会」という。）において、同年２月、こ

れらを適格であると評価した。 

その後、令和３年度本件各契約に基づき本件各団体から、それぞれ同年３月

３１日付け委託完了届及び精算書の提出を受け、東京都契約事務規則第５１条

に基づく検査調書を作成し履行完了を確認したとして、同年５月１０日、既交

付額を２６，０００，０００円、精算額を２６，０００，０００円、差引額を

０円と決定した（４福保子育第４１９号）。 

   エ 令和４年４月１日、都は、令和４年度も引き続き本件各団体を本件事業に係

る委託契約の受託者として、それぞれ契約金額を４５，５７８千円として、本

件事業に係る委託契約を締結した（３福保子育第３６４８号。法人Ａを受託者

とする本件事業に係る委託契約を「本件契約１」といい、法人Ｂを受託者とす

る本件事業に係る委託契約を「本件契約２」といい、法人Ｃを受託者とする本

件事業に係る委託契約を「本件契約３」といい、法人Ｄを受託者とする本件事

業に係る委託契約を「本件契約４」といい、本件契約１ないし本件契約４を併

せて「本件各契約」という。）。 

本件各契約では、本件各契約の委託料（以下「本件各委託料」という。）は、
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４５，５７８千円を上限として事業実績に応じて支出するものとし、その支払

方法は、年１回概算払により支払うこととされた。 

なお、国は、「児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費の国庫補助について」（平

成１９年１２月３日制定 厚生労働事務次官通知）３（２）エにより、若年被

害女性等支援事業に充てられる国庫補助金は、１か所当たり年額４５，６３４

千円を基準額として、その５割とし、対象経費は、当該事業に必要な「報酬、

給料、職員手当等（ただし会計年度任用職員及び臨時的任用職員へ支給される

ものに限る）、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、会

議費、光熱水費、食糧費）、役務費（通信運搬費等）、委託料、使用料及び賃借

料、備品購入費、共済費、扶助費、補助金」であった。 

   オ 都は、令和４年７月２７日、本件契約１に基づき法人Ａが都に対し提出した

事業計画書（以下「本件事業計画書１」という。）、本件契約２に基づき法人Ｂ

が都に対し提出した事業計画書（以下「本件事業計画書２」という。）、本件契

約３に基づき法人Ｃが都に対し提出した事業計画書（以下「本件事業計画書３」

という。）及び本件契約４に基づき法人Ｄが都に対し提出した事業計画書（以下

「本件事業計画書４」という。）について、適正と認め、それぞれ承認をした（４

福保子育第１２４４号）。 

   カ 都は、令和４年８月３日付けで法人Ａから金額を４５，５７８，０００円と

する請求書、同日付けで法人Ｂから金額を４５，５７８，０００円とする請求

書、同月２日付けで法人Ｃから金額を４５，５７８，０００円とする請求書、

同月３０日付けで法人Ｄから４５，５７８，０００円とする請求書の提出があ

り、本件各契約における年１回概算払により支払うこととした定めに沿って、

本件各団体に対し、それぞれ４５，５７８，０００円を概算払することを決定

し（４福保子育第１３９３号、４福保子育第１３９４号、４福保子育第１３９

１号、４福保子育第１６２６号）、法人Ａ、法人Ｂ及び法人Ｃに対し同月２６日

付けで、法人Ｄに対し同年９月１４日付けで、同額をそれぞれ支出した（以下、

本件各団体に対する支出を「本件各支出」という。）。 

 

 ２ 監査対象局の説明 

   陳述の内容 

  （１）東京都若年被害女性等支援事業の概要  

本事業の対象者である様々な困難を抱えた若年女性は、自ら悩みを抱え込み、
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夜の繁華街に出歩き犯罪に巻き込まれるリスクが高く、また、自らの意思で公的

機関の相談支援を受けないものが多いことから、従来のやり方では問題が顕在化

しにくく、公的支援につながりづらい。このため、これらの活動にノウハウを有

し、実際に実施している民間団体と密接に連携し、個々のケースに応じたきめ細

かな支援を行えるよう、平成３０年度から国においてモデル事業が創設され、都

においても本事業を実施することとしたものである。実施に当たっては、相談か

ら居場所の確保、自立支援まで一貫して行うことで、様々な困難を抱えた若年女

性を必要な支援につなげられるよう取り組み、事業の対象者である若年女性一人

ひとりに寄り添い、自立につなげていくことが重要である。 

（２）本請求に対する局の見解 

（見解の要旨） 

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に

適しないもの」に該当するものである。 

本事業を担う民間団体は、若年女性支援に関する専門的なノウハウや経験、確

実な遂行能力が必要であり、価格競争を主旨とする指名競争入札では、それらを

正当に評価することが困難であり適さないことから、地方自治法に基づく随意契

約の要件を具備するものである。 

本件契約は、地方自治法上の随意契約として、相手方との関係においても契約

の有効性に影響を与えるものではなく、契約に基づき委託料を概算払したことは

適法なものであり、都に損害が発生しているという事実はない。 

したがって、本契約が違法無効であり、本件契約に基づき概算払した委託料の

全額の返還を求めるべきとする請求人の主張は当たらない。 

ア 委託契約について 

（ア）法の定める要件の充足の有無を検討することなく、随意契約により本件各

委託契約を締結したことについて 

本来であれば行うべきであった令１６７条の２第１項の要件の充足の有

無を検討することなく、随意契約により、本件各委託契約を本件４団体と締

結したものと見ざるを得ず、法２３４条２項の規定を無視して委託契約を締

結することは、同法に違反して契約を締結することとなる恐れを有するもの

であり、法２条１６項前段、２３２条の３、２３４条の２項又はこれらの規

定の趣旨に反し、違法であるか、少なくとも不当である。 
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（見解） 

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競

争入札に適しないもの」に該当するものである。本事業を担う民間団体には

若年女性支援に関する専門的なノウハウや経験、アウトリーチから自立支援

までの一連の遂行能力が必要であることは当然である。従って、価格競争を

主旨とする指名競争入札では、それらを正当に評価することが困難であり適

さないことから、地方自治法に基づく随意契約の要件を具備するものである。 

また、令和３年度は、令和３年３月に本事業を担い得る民間団体を事業者

として公募し、申し込みのあった６つの事業者について、令和３年３月に外

部委員を含めた「東京都若年被害女性等支援事業委託先選定委員会」におい

て、企画提案方式により審査し、４事業者を選定した。 

若年女性支援においては、支援対象者をアウトリーチから居場所の確保、

自立支援まで、支援対象者との信頼関係を一つひとつ醸成しながら支援する

ことが必要であることから、令和４年度は、合議制の受託事業者評価委員会

において、本事業の目的及び期待される効果を十分に理解して事業を実施で

きるかなどの観点から、事業の実施状況を確認した上で、今後の事業実施を

行っていくに相応しいか事業者の適格性を審議し、適格とされたため、随意

契約を行ったものである。 

これらのことから、地方自治法上の随意契約として有効に成立している。 

本件契約は、国が定める補助要綱の規定に基づき実施することが求められ

ており、国の補助要綱及び東京都予算に基づき、仕様書において一事業者あ

たりの契約の上限額を設定しているものであり、事業の実施を踏まえて委託

料を確定し支払うものとしている。また、仕様書において、受託者は事業計

画書を作成し、都の承認を得ることと定めている。この事業計画書において、

事業所要額の記載を求めており、これを確認している。 

以上のことから、随意契約に必要な契約事務手続きを実質的に踏まえてい

るものである。 

当局において「公法上の契約に類した契約」としている契約は、地方自治

法第２３４条に基づく随意契約であり、契約の締結に当たっては、事業の目

的や内容、性質等を考慮した上で、専門性を有する事業所管部署において事

務処理を行うこととしているものである。東京都庁内の契約事務手続き上の
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課題はあったが、本件契約は相手方との関係においては有効な契約として成

立しているものであり、違法との指摘は当たらない。なお、これらの課題に

ついては、令和４年度内に事務手続きの適正化を図り、対応済みである。 

従って、本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は

目的が競争入札に適しないもの」に該当するものであり、相手方との関係に

おいても有効な契約として成立し、履行されているものであり、違法、不当

とする指摘は当たらない。 

（イ）法の規定に違反して、随意契約により本件各委託契約を締結したことにつ 

いて 

都が支援事業を委託するに足る団体が本件４団体以外にも存在したもの

と考えられるなど、本件委託契約の本件４団体との締結は、契約担当者の合

理的な裁量に基づくものではなく、都は令１６７条の２第１項第２号の場合

に当たらないにもかかわらず、本件各委託契約を随意契約により本件４団体

と締結したものであり、これは法２３４条２項に違反する。 

（見解）  

本件委託契約は、若年被害女性の支援に関する専門的なノウハウや経験、

確実な遂行能力を具備していることに加え、事業の特性から支援対象者をア

ウトリーチから信頼関係を築きながら継続的に支援することが必要である。

価格競争により事業者を決定する指名競争入札等では、それらを正当に評価

することが困難であり適さないことから、地方自治法に基づく随意契約の 

要件を具備するものである。 

令和３年度は、令和３年３月に事業者を公募し、申し込みのあった６つの

事業者について、令和３年３月に外部委員を含めた「東京都若年被害女性等

支援事業委託先選定委員会」において、企画提案方式により審査し、４事業

者を選定した。 

令和４年度については、外部有識者を入れた受託事業者評価委員会におい

て、本事業の目的及び期待される効果を十分に理解して事業を実施している

か、団体の強み・特徴等を活かして支援を行っているか、行政の各支援機関

等と連携協力しながら実施しているか、などの観点から、４団体について、

事業の履行状況及び適格性を審議し、受託事業者として適格と判断した。 

なお、困難ケースの増加などの実態がある中で、令和４年度の事業費は相
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談対応の質の向上やより安全・安心な居場所の提供に向けて、国の概算要求

での動きに合わせて都としても所要の経費を増額し、予算措置されたもので

ある。若年女性支援の事業の充実・強化を目的として経費の増額を行ったも

のであり、都の利益の増進に資するものと考えている。 

これらのことから、本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約

であり、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でそ

の性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものである。また、

相手方との関係においても有効な契約として成立し、履行されているもので

あり、違法との指摘は当たらない。 

（ウ）都自身の定めた本件要領に違反して、随意契約により本件各委託契約を締

結したことについて 

本件要綱８項に基づき定められた本件要領３項では、都が本件要綱２項に

基づき支援事業の一部を委託する民間団体は「別途公募によって選定する」

旨定めているところ、都は令和４年度の支援事業の委託先を公募によらず、

前年度の委託実績のみにより選定しており、本件要領の上記規定への違反が

あり、違法であるか少なくとも不当である。 

（見解）  

令和３年度は本要領第３項に基づき、本事業を担い得る民間団体を公募に

より事業者として選定している。令和３年３月に事業者を公募し、申込みの

あった６つの事業者について、令和３年３月に外部委員を含めた「東京都若

年被害女性等支援事業委託先選定委員会」において、企画提案方式により審

査し、４事業者を選定した。 

令和４年度については、外部有識者を入れた受託事業者評価委員会におい

て、本事業の目的及び期待される効果を十分に理解して事業を実施している

か、団体の強み・特徴等を活かして支援を行っているか、行政の各支援機関

等と連携協力しながら実施しているか、などの観点から、４団体について、

事業の履行状況及び適格性を審議し、受託事業者として適格と判断した。 

また、支援対象者とのアウトリーチから信頼関係を一つひとつ築き上げな

がら、自立につなげていく必要があり、このような事業の特性から、継続性

を考慮し、令和３年度に委託した４事業者に継続して委託したものである。 

イ 概算払について 

（ア）無効な本件各委託契約に基づき委託料の概算払をしたことについて 



- 35 - 

本件各委託契約は、法２３４条第２項の規定に違反して随意契約により本

件４団体と締結されている。 

これらの委託契約は、本件４団体の請求を受けて委託料の上限額である 

４，５５７万８，０００円を概算払することを前提とし、実際にこの概算払

が行われていること等から明らかなとおり、本件４団体に不当な利益を与え

るため締結したものである。 

本件各委託契約は無効であり、都は、同契約に基づき本件４団体に委託料

を支払う債務を負わない。 

したがって、都が本件各委託契約に基づいて本件４団体に対して行った各 

４，５５７万８，０００円の概算払は、違法である。 

（見解） 

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法

施行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競

争入札に適しないもの」に該当するものである。 

本事業は、民間団体が持つ若年女性支援に関する専門的なノウハウや経験、

アウトリーチから自立支援までの一連の遂行能力が必要であり、価格競争を

主旨とする指名競争入札では、それらを正当に評価することが困難であり適

さないことから、地方自治法に基づく随意契約の要件を具備するものである。 

令和３年度は、令和３年３月に事業者を公募し、申し込みのあった６つの

事業者について、令和３年３月に外部委員を含めた「東京都若年被害女性等

支援事業委託先選定委員会」において、企画提案方式により審査し、４事業

者を選定した。 

若年女性支援においては、支援対象者をアウトリーチから居場所の確保、

自立支援まで支援することが必要であることから、令和４年度は合議制の受

託事業者評価委員会において、本事業の目的及び期待される効果を十分に理

解して事業を実施できるかなどの観点から、事業の実施状況を確認した上で、

今後の事業実施を行っていくに相応しいか事業者の適格性を審議し、適格と

されたため、随意契約を行ったものである。 

これらのことから、地方自治法上の随意契約として有効に成立している。

加えて、相手方との関係においても契約の有効性に影響を与えるものではな

いと認識している。 

また、概算払については、仕様書でも明記されており、法令、規則に基づ
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き適正に処理を行っている。 

（イ）法の定める要件の充足の有無を検討することなく、委託料の概算払いをし

たことについて 

都が概算払をすることができるのは、令１６２条各号、東京都会計事務規則 

８３条１項各号に掲げる経費に限られる。しかるところ、都は、令和４年度の

支援事業の委託契約を締結しようとするに当たり、委託料の概算払の前提と

なる令１６２条各号、東京都会計事務規則８３条１項各号の要件を充足の確

認をしないまま、委託料を概算払することを内容とする令和４年度仕様書を

作成し、これに基づいて本件各委託契約を締結したことがうかがわれる。 

また、少子社会対策部長は、本件各委託契約を本件４団体と締結することを

決定するに当たり、「公法上の契約に類した契約」として締結することにより、

法２３２条の５第２項の制限を受けずに委託料を概算払することができると

考えていたことがうかがわれる。 

そうすると、都は、本来ならば行うべきであった令１６２条各号、東京都会

計事務規則８３条１項各号の要件の充足の有無を検討することなく、本件各

委託契約に基づく４団体への委託料の概算払を行ったと見ざるを得ない。 

上記のように法２３２条の５第２項の規定を無視して概算払をすることは、

法２条１６項前段、２３２条の３、２３４条２項又はこれらの規定の趣旨に反

し、違法であるか、少なくとも不当である。 

（見解）  

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競争入

札に適しないもの」に該当するものである。 

事業を構築する中で、本事業を受託することができると想定されている事業

者の中には、非営利法人など、財政基盤が十分でない事業者もおり、事業者か

らは、概算払でないと経費の支払が困難であるとの意見があった。 

そのため、令和３年度の受託事業者の公募に当たり公表した仕様書（案）に

おいては、こうした事業者も参加できるよう、委託料を年１回概算払により支

払うことについて明示した。 

令和３年度の契約に当たり、外部委員も含めた「東京都若年被害女性等支援

事業委託先選定委員会」において若年被害女性等支援の実績・ノウハウを十分

有しているか、本事業の目的及び期待される効果を十分に理解して事業を実施
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できるかなどの観点から、４事業者を選定した。その際、応募事業者から提出

された決算関係書類も合わせて確認している。 

令和４年度の委託についても、同様の考え方により、仕様書において、委託

料を年１回概算払により支払うことを明示した。さらに、仕様書の規定に基づ

き、四半期ごとに実施状況報告書の提出により、事業の進捗状況等を明らかに

している。 

従って、法令、規則に基づき、概算払を適正に行い、現在、精算手続きに入

っているところであり、都に損害が発生しているという事実はない。 

こうしたことから、当該概算払が違法、不当とする主張は当たらない。 

（ウ）法の規定に違反して、委託料の概算払をしたことについて 

支援事業の実施に要する経費には、「事務、事業の用に供する土地、家屋又は

物件の購入代金」（東京都会計事務規則８３条１項１１号）のように、都が概算

払をすることのできる経費も含まれ得る。 

もっとも、都は、本件４団体の請求に応じて、使途を明らかにさせることな

く、委託料の上限である各４，５５７万８，０００円の概算払を行っていると

ころ、この概算払の全部が適法であるためには、この委託料の全部が「概算払

により支払をしなければ契約することが困難であると認められる委託に要す

る経費で会計管理者が別に定めるもの」（東京都会計事務規則８３条１項１３

号）に該当しなければならない。 

上記「会計管理者が別に定めるもの」は、(1)「委託先が、公益法人等の信頼

における団体であると局長又は所長がみとめるものであって、概算払による資

金の交付を受けても、当該委託に要する経費以外に流用することなく、適切な

会計処理ができること」、(2)「委託先においては、概算払による資金を受けな

ければ、当該受託事業の実施が明らかに困難であると認められること」のいず

れをも満たすもののうちから、局長又は所長が概算払の必要性を認めるものと

されている（１０出総第２０５０号）。 

しかるところ、本件４団体は、令和２年頃の計算書類からうかがわれる財務

状況によると、令和４年度当時、少なくとも上記(2)の要件をみたしていなかっ

たことが強くうかがわれる。 

したがって、本件各契約に基づいてされた本件４団体に対する概算払は、法

２３２条の５第２項、令１６２条、東京都会計事務規則８３条１項に違反する

違法なものである。 
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（見解）※再掲 

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競争入

札に適しないもの」に該当するものである。 

事業を構築する中で、本事業を受託することができると想定されている事業

者の中には、非営利法人など、財政基盤が十分でない事業者もおり、事業者か

らは、概算払でないと経費の支払が困難であるとの意見があった。 

そのため、令和３年度の受託事業者の公募に当たり公表した仕様書（案）に

おいては、こうした事業者も参加できるよう、委託料を年１回概算払により支

払うことについて明示した。 

令和３年度の契約に当たり、外部委員も含めた「東京都若年被害女性等支援

事業委託先選定委員会」において、若年被害女性等支援の実績・ノウハウを十

分有しているか、本事業の目的及び期待される効果を十分に理解して事業を実

施できるかなどの観点から、審査を行い、４事業者を選定した。その際、応募

事業者から提出された決算関係書類も合わせて確認している。 

令和４年度の委託についても、同様の考え方により、仕様書において、委託

料を年１回概算払により支払うことを明示した。さらに、仕様書の規定に基づ

き、四半期ごとに実施状況報告書の提出により、事業の進捗状況等を明らかに

している。 

従って、法令、規則に基づき、概算払を適正に行い、現在、精算手続きに入

っているところであり、都に損害が発生しているという事実はない。 

こうしたことから、当該概算払が違法、不当とする主張は当たらない。 

 

主張補充書（２） 

ア 本件各契約の締結は法令に違反すること 

都を当事者とする契約を締結権限は都知事が有し（法１４７条）、都知事の委

任がある場合に限り、その管理に属する行政庁がこれを行使する（法１５４条

２項）。令和４年度の支援事業に係る本件各委託契約を福祉保健局長が締結す

るためには、その委託料の上限額が１０００万円以上であることから東京都契

約事務の委任等に関する規則３条２号に該当しない限り、財務局長を経て 都

知事に申請し、その委任を個別的に受ける必要があった（同規則１３条）が、

これを受けていなかったとのことである。本件各委託契約の締結が違法であり、
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その効力が都に帰属しないことは、これに基づく委託料の概算払の違法又は不

当と相まって、本件４団体に対し、概算払した委託料の返還を直ちに請求すべ

き事情になる。 

（見解） 

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競争入

札に適しないもの」に該当するものである。また、契約事務手続きに課題はあ

ったものの、相手方との関係においても契約は有効に成立している。 

なお、契約に係る委任の手続については、東京都契約事務の委任等に関する

規則第１３条において、各局の事業に密接に関連し、その専門性から契約事務

の適正・円滑な処理のため、事業所管局で事務処理を行うことが適当な契約と

判断される場合には、個別に権限の委任を受けることができるとされている。 

本契約は契約相手方の決定に当たって、民間団体が持つ若年女性支援のため

のノウハウや遂行能力を、事務事業を熟知している局において専門的観点から

選定することが合理的であり、事業の性質から個別委任の必要性が認められる

契約であることから、実質的な委任の要件を満たしているものである。 

加えて、令和４年度内に福祉保健局内の事務手続きの適正化を図っており、

既に対応済みである。契約に係る委任の手続についても、個別に申請し、事後

的に既に追認を得ている。 

よって、本件契約は相手方との関係においても有効な契約として成立してい

るものであり、違法との指摘は当たらない。 

こうしたことから、請求人の主張する、本件委託契約の締結が違法で、契約

の効力が都に帰属しないとして、委託料の概算払が違法又は不当であり、概算

払した委託料の返還を直ちに請求すべき事情になるという指摘は当たらない。 

イ 本件４団体は、令和３年度の予算の上限額（２６００万円）の範囲内で令和

４年度の支援事業を実施することができたこと 

本件４団体は、令和３年度には事業所要額を２６００万円として支援事業を

行ったが、令和４年度には事業所要額を４５５７万８０００円とする事業計画

書を提出し、同額を都に請求してその概算払を受けた。 

本件４団体は、その財務状況に照らし、令和４年度当時、同年度の支援事業

に係る本件各委託契約について、「概算払いによる資金を受けなければ、当該委

託事業の実施が明らかに困難であると認められる」状況にはなかった。 
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仮にそうでないとしても、本件４団体は、令和３年度の支援事業を２６００

万円の予算で実施しているものであるから、令和４年度の支援事業についても、

令和３年度のものと同程度の規模とすることにより、同額の予算で実施をする

ことができたはずである。 

そうすると、本件４団体は、２６００万円の概算払を受けることにより、令

和４年度の支援事業を実施することが可能であり、４５５７万８０００円の概

算払を受けなければ「委託事業の実施が明らかに困難であると認められる」と

はいえなかったこととなる。 

よって、本件４団体のそれぞれにつき、少なくとも、上記４５５７万８００

０円の概算払のうち２６００万円を超える部分（１９５７万８０００円）は、

法２３２条の５第２項、令１６２条、東京都会計事務規則８３条１項に違反し、

違法である。 

（見解）  

事業を構築する中で、本事業を受託することができると想定されている事業

者の中には、非営利法人など、財政基盤が十分でない事業者もおり、事業者か

らは、概算払でないと経費の支払が困難であるとの意見があった。 

そのため、令和３年度の受託事業者の公募に当たり公表した仕様書（案）に

おいては、こうした事業者も参加できるよう、委託料を年１回概算払いにより

支払うことについて明示した。 

令和４年度の委託についても、同様の考え方により、仕様書において、委託

料を年１回概算払により支払うことを明示した。 

本事業の令和４年度予算については、相談者の増加や困難ケースの増加など

の実態がある中で、国の概算要求において、「職員の研修機会確保のための代替

職員雇上げ経費」「居場所における生活支援員の増員や警備体制の確保」などの

経費を増額し、若年被害女性に対する支援を充実・強化することを目的とした

ものである。これを踏まえ、団体からのヒアリングなども行い、都としても、

事業を取り巻く状況を勘案し、所要の経費を増額し、一層の事業の充実を図っ

ている。 

都は、この予算に基づき、令和４年度、１事業者当たり４５５７万８０００

円を上限に委託契約を各事業者と締結し、概算払にて当該委託料を支払った。 

ウ 監査委員は、法２４２条４項に基づく勧告を行うこと 

本件各委託契約に基づく概算払は違法である。 
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現在の都の規則は、概算払の精算の際に領収書等の支出の事実及びその趣旨

を明らかにする客観的資料の提出を求めていない。 

そのため、本件各委託契約に基づく概算払を有効なものとして精算を行った

場合、実際には支出されておらず、又は、支出されていたとしても令和４年度

の支援事業の実施に必要ではなかった経費が、誤って、同事業の経費と認めら

れるおそれがある。 

上記精算が行われた場合、本件４団体に概算払された金銭のうち令和４年度

の支援事業の経費と認められた額につき、都に返還する義務がないとの外観が

生ずることから、当該額の金銭が他の団体等に流出し、都が、監査委員の勧告

又は住民訴訟によっても、その返還を求めることができなくなるおそれがある。 

そのため、上記精算により、都は、回復の困難な損害が生ずるおそれがある。 

しかるところ、令和４年度の支援事業は既に終了しており、上記概算払が有

効であるとした場合の精算の権限を都知事から委任された福祉保健局長又は

この精算に関する事案を決定するものとされた育成支援課長により、いつ何時

上記精算が行われ、上記回復の困難な損害が都に生ずるおそれがある。 

よって、上記回復の困難な損害を避けるための緊急の必要があるから、監査

委員は、法２４２条４項に基づき、本件各委託契約に基づく委託料の概算払に

ついての精算を停止すべきことを、都知事、福祉保健局長及び育成支援課長に

勧告すべきである。 

（見解）  

令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書において、受託者の責

務として、本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・

保存し、常に計理状況を明らかにしなければならないと定めるとともに、都は、

受託者が行う事業に疑義が生じた場合に、本事業の実施状況等について説明又

は報告を求め、必要に応じて、関係帳簿等の検査を行うこととしている。 

また、四半期に一度の実施状況報告の確認や関係機関連携会議での確認によ

り、事業の状況を全体として確認するとともに、精算時には会計面の確認を行

っており、請求人の主張は当たらない。 

なお、現在、精算手続きに入っているところであり、返還を求める必要はな

い。 

（３）結論 

本件契約は、地方自治法第２３４条に基づく随意契約であり、地方自治法施
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行令第１６７条の２第１項第２号「その他の契約でその性質又は目的が競争入

札に適しないもの」に該当するものである。 

本事業を担う民間団体は、若年女性支援に関する専門的なノウハウや経験、

確実な遂行能力が必要であり、価格競争を主旨とする指名競争入札では、それ

らを正当に評価することが困難であり適さないことから、地方自治法に基づく

随意契約の要件を具備するものである。  

本件契約は、地方自治法上の随意契約として相手方との関係においても契約

の有効性に影響を与えるものではなく、契約に基づき委託料を概算払したこと

は適法なものであり、都に損害が発生しているという事実はない。 

したがって、本契約が違法無効であり、本件契約に基づき概算払した委託料

の全額の返還を求めるべきとする請求人の主張は当たらない。 

 

３ 判 断 

本件請求において請求人は、本件各契約の締結及びこれに基づく委託料の概算払

が違法又は不当であるとして、本件各団体に対する委託料の返還請求等の必要な措

置を求めている。 

このことについて、前記事実関係の確認、監査対象局からの説明聴取、請求人の

陳述及び提出のあった証拠書類等に基づき、次のように判断する。 

 （１）本件各契約が随意契約により締結されたことについて 

  ア 本件請求において請求人は、本件各契約について、本件事業の特殊性、専門

性等から相応の資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定する必要があ

り、契約金額の大小によって受託者を決することは必ずしも適当とは言えない

とした上で、そのような相手方が本件各団体に限られていたとは考え難く、随

意契約以外の契約方式でも不誠実な者等を排除することは可能であったこと、

随意契約により契約を締結する場合に行うべきとされる予定価格の決定及び見

積書の徴取を行っていないこと、職員Ｘが本件各団体と癒着し不当な利益を与

えるためにしたものであることなど、監査対象局が本件各契約を公法上の契約

に類した契約として取り扱うことなどによって、法令に定められた要件の充足

を検討することなく随意契約に及んだという違法、不当があり、本件各契約は

無効であると主張する。 

   イ 請求人の指摘する公法上の契約に類した契約について、請求人から提出のあ

った証拠資料（証拠書面６「令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託契
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約の締結について」）についてみると、当該文書は都の作成した文書であるとこ

ろ、「本事業については、国の「若年被害女性等支援事業実施要綱」の第２にお

いて、「実施主体（都道府県）は事業の一部について年間を通じて若年女性の支

援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等に委託等するこ

とができる」とされていることから、本件契約は公法上の契約に類した契約と

して締結する」との記載が認められる。 

そこで、当該文書に記載の公法上の契約の定義について、都の契約事務を総

括する財務局から意見聴取したところ、公法上の契約とは、都の契約制度にお

いて定義されているものではないが、一般に、公法上の効果の発生を目的とす

る契約をいい、多くの場合において、各法令で、それぞれの拠るべき基準や手

続等が定められているものと言われており、監査対象局においては、「地方自治

法第２３４条に基づく契約であるものの、国の定める基準について全国一律の

内容で契約することが求められる契約」を「公法上の契約に類する契約」と称

していると聞いているということであった。 

本件各契約は、都が、国通知に準じて実施要綱を定めて実施するものであり、

様々な困難を抱えた若年女性の自立の支援に資することを目的とする事業に

係るものであることからすれば、公共性の高い内容を含むものであるが、本件

事業に係る委託契約の締結方法については法令上特別の規定を置いておらず、

本件事業の一部を私人に委託する契約自体は、契約の性質として私法上の契約

と変わるところがないことから、本件各契約は法に定める随意契約等の契約諸

規定の適用を受けるものと解される。 

ウ 随意契約は、法第２３４条第１項に定めがあり、「売買、貸借、請負その他の

契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締

結するものとする」、同条第２項では「前項の指名競争入札、随意契約又はせり

売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる」

としている。「政令で定める場合」として、同法施行令第１６７条の２第１項第

２号は「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製

造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で

その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」としている。 

ここで、同施行令で規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの

をするとき」については、最高裁判所昭和６２年３月２０日判決において、「競

争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定
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多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必

ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結

果になるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らし

それに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との

間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はそ

の目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団

体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項一号（注：現行法

では第二号）に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そして、右のよ

うな場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的

として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令

の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目

的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁

量判断により決定されるべきものと解するのが相当である」と判示しており、

随意契約の締結は行政の裁量的行為であると解され、その裁量権に逸脱又は濫

用がなければ、法令に反することにはならないと解される。 

  そこで、本件各契約の締結方法についてみると、本件事業の効果的な実施の

ためには、深夜の繁華街を徘徊する若年女性への声掛けや相談、若年被害女性

等が安心、安全に過ごせる居場所の提供、困難を抱える女性を必要な支援につ

なぐための公的機関との連携等、多岐にわたる若年女性支援のためのノウハウ

が必要であるとの監査対象局の説明は首肯できるものである。そして、このよ

うな事業の委託先となる民間団体には、専門的なノウハウや経験、確実な遂行

能力が必要であり、価格競争を主とする競争入札で正当に評価することが困難

であるとして、令和３年度は企画提案方式により選定した事業者と契約を締結

し、さらに、令和４年度はアウトリーチによって支援対象者と信頼関係を築き

ながら対象者の自立につなげていく必要があり継続性が必要であるとして、本

件各団体と契約を締結したことに不合理な点は見当たらず、その裁量権を逸脱

又は濫用しているものとは認められない。そして、請求人の主張する令和４年

度の契約当時に本件各団体の他に本件事業の受託者として適切とされる団体

の存在についての具体的な主張や疎明は本件請求からは認めることができな

いことから、本件各契約が無効であるとする請求人の主張は妥当でない。 

エ 次に、随意契約により締結する場合に行うべきとされる予定価格の決定及び

見積書の徴取をしていないとの主張について、請求人の指摘のとおり、監査対
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象局において当該決定や当該徴取をした形跡は見当たらないが、監査対象局の

説明によれば、本件各契約は、国の若年被害女性等の予算等を踏まえ１団体当

たりの委託料上限額を決定したこと、及び本件事業計画書１ないし４の提出に

より事業所要額の確認をしているとのことであった。 

  また、昭和６２年５月１９日最高裁判決において「随意契約によることがで

きる場合として前記令の規定の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何

人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法による

当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当

該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び

令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私

法上無効になるものと解するのが相当である」とされており、内部的な意思決

定過程における手続上の不備があったとしても、そのことによって当然に契約

の効力が無効になるとは解し難く、請求人の主張は妥当でない。 

オ また、職員Ｘが本件各団体と癒着し不当な利益を与えるために締結したもの

であるとの請求人の主張については、何らかの具体的な事実に基づくものとは

認められず、憶測に基づくものであって、採用できない。 

（２）都規則等に関する主張について 

ア 本件実施要綱に関する主張について 

請求人から提出のあった証拠資料（証拠書面３（東京都若年被害女性等支援

事業実施要領（令和３年２月２２日２福保子育第２９７９号。以下「本件要領」

という。）））は、東京都若年被害女性等支援事業実施要綱（令和３年２月２２日

２福保子育第２９３８号。以下「令和３年実施要綱」という。）の実施に際して、

同要綱第８項（「本事業の実施に際して必要な事項については、別途定める」と

の規定。以下「本件第８項」という。）に基づき、必要な事項を定めることを目

的として令和３年２月２２日から施行された都作成の文書であるところ、本件

要領第３項には「都が要綱第２に基づき委託する民間団体は、別途公募によっ

て選定する」と規定されているにもかかわらず、令和４年度の本件事業の委託

先について別途公募によらず本件各団体を選定したことは、本件要領第３項に

反し違法又は不当である旨主張する。 

     このことについて、監査対象局の説明によれば、本件要領に記載の要綱とは

文理上、令和３年実施要綱を指すものである。そして、令和３年実施要綱は令

和３年５月３１日付３福保子育第６１１号及び令和４年４月６日付４福保子
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育第５７号によって改正されており、令和４年度の本件事業の委託については

改正後の要綱（本件実施要綱）が適用されることになるから、令和４年度の本

件各契約については本件要領の適用はないとのことであった。 

この説明によると、本件要領を廃止した形跡がないため誤解を招く事務処理

であるが、本件実施要綱第７項には「本事業の実施に際して必要な事項につい

ては、別途定める。」と規定されているところ、当該規定に基づき令和４年度に

おける本件事業の委託契約の方法を定めたものはない。そして、令和４年度は

アウトリーチによって支援対象者と信頼関係を築きながら対象者の自立につ

なげていく必要があり継続性が必要であるとして、本件各団体と契約を締結し

たことが認められることから、令和４年度の本件事業の実施に当たり、本来改

廃するべき本件要領の文言に沿わないことを理由に、本件各契約を違法、不当

と言うことはできない。 

イ 都規則に関する主張について 

     本件請求において、請求人は、本件各契約の契約金額はそれぞれ４５，５７

８，０００円であり、本件各契約を有効に締結するためには、東京都契約事務

の委任等に関する規則（昭和３９年４月１日東京都規則第１３０号。以下「本

件委任規則」という。）第３条第２項第１号及び第１３条に基づき監査対象局の

局長が財務局長を経て知事に申請しその委任を受ける必要があるにもかかわ

らず、その委任を受けておらず、本件各契約の効力が都に帰属すると考えるべ

き理由がない旨主張する。 

     請求人から提出のあった証拠資料（証拠書面６「令和４年度東京都若年被害

女性等支援事業委託契約の締結について」）は、本件各契約において都の委託先

団体を決定した都の作成した文書であるところ、請求人が指摘するとおり、本

件各契約の締結に関する決定を監査対象局の部長が行っていたことが認めら

れ、本件各契約の締結の決定に当たり、本件委任規則に基づいて知事に申請し

てその委任を受けた形跡が見当たらない。 

本件委任規則第１３条に基づく個別的委任について、都の契約事務を総括す

る財務局から意見聴取したところ、個別的委任は、知事の権限に属する契約の

うち、各局の事業に密接に関連し、その専門性から契約事務の適正・円滑な処

理のために、各局で行うことが適当な契約等について、各局からの申請により

財務局において知事の権限の委任の手続を行っているとのことであった。 

したがって、本件各契約の締結に関する決定は、監査対象局の局長が本件委
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任規則第１３条に基づき知事からの当該契約事務の委任を受ける必要がある

ところ、これがなく行われたものであるから、請求人の主張のとおり必要な手

続を欠いたものと言わざるを得ない。 

     ところで、本件各契約は、民間団体が有する若年女性支援のためのノウハウ

や遂行力を、事務事業を所管する監査対象局において専門的観点から選定する

ことが合理的であり、事業の性質から個別的委任の必要性が認められる契約で

あったとの監査対象局の説明に特段不合理な点は認められず、監査対象局が本

件委任規則第１３条に基づく申請をすれば特段の事情のない限り委任が行わ

れる性質のものと考えられる。そして、前掲昭和６２年５月１９日最高裁判決

の趣旨に加え、今般の監査において、監査対象局の局長より財務局長を経て知

事に申請し、本件各契約に関する事務の委任を受けたことが認められ、請求人

が主張する本件各契約の締結に関する無効事由は「その態様からみて、本人か

ら十分な授権を受けないでされた無権代理行為と同質のものであるところ、無

権代理行為については本人が追認することによって有効なものとなる」（平成

１５年３月２６日東京地方裁判所判決）と解されるから、事後ではあるが委任

の手続が行われた本件各契約は有効であり、これに基づく本件各支出も有効で

あると解される。 

したがって、請求人の指摘する都規則に違反していることを根拠として本件

各団体に対して本件各委託料の返還請求をするべきとする請求人の主張には

理由がない。 

（３）本件各契約に基づき委託料を概算払したことについて 

本件請求において請求人は、本件各団体の計算書類を証拠書類として提出し、

令和４年度当時、本件各団体は、概算払により本件各委託料を受けなくても本件

事業の実施ができたはずである、あるいは令和３年度の委託金額（２６，０００

千円）で十分であったのであるから本件各委託料の全額を概算払により受けなく

ても本件事業の実施ができたはずであるから、都は、いったん本件各委託料の全

額返還を受けて、領収書等の客観的資料に基づいた支出の事実を確認することが

できる経費に限り、公金の支出を行うべきであると主張する。 

概算払とはその支払うべき債務金額の確定前に概算をもって支出することを

いい、その要件としては、債務関係が発生しているが履行期が未到来であること、

債務金額が確定していないことが挙げられる。概算払は債務金額の確定前にされ

る支出であるから、その性質上事後において必ず精算を行い、過渡しについては
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返納を、不足については追加支払いをすることを本質とするものである。法第２

３２条の５第２項、同施行令第１６２条第６号によれば、「経費の性質上概算をも

って支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共

団体の規則で定めるもの」については概算払が認められており、これを受けて都

では、東京都会計事務規則（昭和３９年３月３１日東京都規則第８８号）第８３

条において概算払を定め、同条第１項第１３号において「概算払により支払をし

なければ契約することが困難であると認められる委託に要する経費で会計管理

者が別に定めるもの」について概算払を認めている。ここで会計管理者が別に定

めるものとは、「概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認

められる委託に要する経費で、次の条件のいずれをも満たすもののうちから局長

又は所長が概算払の必要性を認めるもの」であり、「委託先が、公益法人等の信頼

のおける団体であると局長又は所長が認めるものであって、概算払による資金の

交付を受けても、当該委託に要する経費以外に流用することなく、適切な会計処

理を行うことができること」「委託先においては、概算払による資金を受けなけれ

ば、当該委託事業の実施が明らかに困難であると認められること」の条件を満た

すものとされている。 

このことについて、本件各団体については公益法人等の信頼のおける団体であ

ると監査対象局が認めたものであり、また、委託料の確定前にどの程度の概算払

をすることが許容されるかについて法令上格別の規定はなく、本件のように確定

前に全額に相当する概算払をすることを禁止する規定は存在しない。 

そして、監査対象局の説明によれば、本事業を構築する中で本事業を受託する

ことができると想定された事業者の中には、非営利法人等、財政基盤が十分でな

い事業者もあり、概算払でないと経費の支払が困難であるとの意見があり、令和

３年度の受託事業者の公募に当たっては、委託料を年１回概算払により支払うこ

とを明記した仕様書案を公表したとの経緯があったとのことである。令和４年度

の委託については、相談者の増加や困難ケースの増加などの実態がある中で、若

年被害女性に対する支援の充実や強化を目的として、職員の研修機会確保のため

の代替職員雇上げ経費、居場所における生活支援員の増員や警備体制の確保など

の経費を増額し、団体からのヒアリングなどを踏まえ、令和３年度に引き続き仕

様書において委託料を年１回概算払により支払うことを明示したとのことであ

る。また、本件各団体は、いずれも人件費の占める割合が高く、家賃など第１四

半期から事業を実施するための資金が必要になること、一方、本件各団体の収入
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は会費や寄付金、書籍の販売など安定的な収入が見込むことができないとして、

本件各団体の決算報告書などそれぞれの状況を勘案して、本件各団体について概

算払が必要であるとの判断をしたとのことである。 

上記監査対象局の説明を踏まえると、本件監査において、監査対象局が本件各

委託料を一律に概算払としたことの意思決定過程を示した記録は見当たらず、事

後的検証が困難であることは否めないが、本件事業をその目的に沿って着実に遂

行するためには、請求人が主張するようにその額をあらかじめ査定して一定の範

囲にとどめることは、本件各団体の諸活動を資金面で制限してしまう懸念もある

ことから、必ずしも望ましいものとは言えず、上記監査対象局の説明を不合理と

することはできない。したがって、本件各委託料の返還を求める主張に理由があ

るとすることはできない。 

なお、請求人は、本件各委託料の概算払について精算行為が行われた場合、住

民訴訟によっても回復困難な損害が生ずるおそれがあるとして、法第２４２条第

４項に基づき、当該精算行為の停止の勧告を求めている。同項に基づく措置は、

監査の結果が確定する以前の暫定的な措置であり、監査の手続が終了するまでの

間、監査委員がその職権で行うことができるものであるが、本件請求時には既に

本件各委託料は概算払によりその上限額が支出されており、請求人の主張するよ

うに公金が逸出することがあったとしても、その後に、都は適正な精算や返還請

求を行うことができるのであるから損害の回復が困難であるとは言えず、同条同

項に定める勧告の要件である「当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回

復の困難な損害を避けるため緊急の必要」があるとは認められず、当該精算行為

を停止すべき勧告は行わないこととした。 

 

４ 結 論 

（１）結論 

前記「３判断」より、本件各契約の締結及びこれに基づく委託料の概算払に違

法又は不当な点は認められず、本件各団体に対する委託料の返還請求等を求める

請求人の主張には理由がない。 

 （２）意見 

   ア 本件各契約において本件委任規則に基づく委任手続を経ていなかったことや、

本件事業に係る事務処理のルールを定めた規程類の整備が不十分であったこ

となどは、都民に誤解を生じさせ得ることは事実であるから、監査対象局は、
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今後は、このようなことが生じないよう法令や規則に則った手続の遵守や必要

な規程類の改廃など事務処理を徹底することを求める。 

   イ 監査対象局は、地方公共団体が随意契約を締結することができるのはあくま

で例外的な場合に限られるということを十分理解し、随意契約を締結する場合

においては、その必要性、法令に定める要件に該当すること及び具体的な理由

等の記録を残しておくことを求める。 

   ウ 監査対象局は、概算払が債務金額の確定前に概算をもって支出されるもので

あり、あくまで特例的なものであることを十分認識し、法令等に基づき概算払

のできる経費であることが明らかとなるようにしておくことを求める。 
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（証拠書面） 

１ 東京都会計事務規則第８３条第１項第１３号の規定に基づく「出納長が別に定める

もの」について（１０出総第２０５０号） 

２ 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱（令和３年２月２２日付２福保子育第２９

３８号） 

３ 東京都若年被害女性等支援事業実施要領（令和３年２月２２日２福保子育第２９７

９号） 

４ 若年被害女性等支援事業の実施について（令和３年４月２８日付子発０４２８第２

号） 

５ 令和３年度東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会の開催について

（令和４年２月５日３福保子育第３０２８号） 

６ 令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の締結について（令和４年３月

２２日３福保子育第３６４８号） 

７ 法人Ａ決算報告書（令和２年３月期） 

８ 令和４年４月１日付け委託契約書（法人Ａ） 

９ 令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託に係る委託料の概算払いについて

（法人Ａ）（令和４年８月３日付４福保子育第１３９３号） 

１０ 令和４年８月１７日付支出命令書（法人Ａ） 

１１ 法人Ｂ事業報告書（令和２年１０月期） 

１２ 令和４年４月１日付け委託契約書（法人Ｂ） 

１３ 令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託に係る委託料の概算払いについて 

（法人Ｂ）（令和４年８月３日４福保子育第１３９４号） 

１４ 令和４年８月１７日付け支出命令書（法人Ｂ） 

１５ 法人Ｃ活動計算書（令和元年度） 

１６ 令和４年４月１日付け委託契約書（法人Ｃ） 

１７ 令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託に係る委託料の概算払いについて 

（法人Ｃ）（令和４年８月３日４福保子育第１３９１号） 

１８ 令和４年８月１７日付け支出命令書（法人Ｃ） 

１９ 法人Ｄ活動報告書（令和２年３月期） 

２０ 令和４年４月１日付け委託契約書（法人Ｄ） 

２１ 令和４年度東京都若年被害女性等支援事業委託に係る委託料の概算払いについて 

（法人Ｄ）（令和４年８月３０日福保子育第１６２６号） 
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２２ 令和４年９月２日付け支出命令書（法人Ｄ） 

２３ 法人Ａ決算報告書（令和３年３月期） 

２４ 法人Ａ決算報告書（令和４年３月期）  

２５ 法人Ｂ事業報告書（令和３年 1０月期） 

２６ 法人Ｃ事業報告書（令和２年度） 

２７ 法人Ｃ事業報告書（令和３年度）. 

２８ 法人Ｄ貸借対照表（令和３年３月度） 

２９ 法人Ｄ貸借対照表（令和４年３月度） 

３０ 質問主意書 

３１ 答弁書 

３２ 令和３年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ａ） 

３３ 令和４年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ａ） 

３４ 令和３年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ｂ） 

３５ 令和４年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ｂ） 

３６ 令和３年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ｃ） 

３７ 令和４年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ｃ） 

３８ 令和３年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ｄ） 

３９ 令和４年度若年被害女性等支援事業に関する事業計画書（法人Ｄ） 

４０ ニュース記事 


